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 国民健康保険料の 
  ・賦課限度額の改定 
  ・軽減制度の基準額の改定 

習志野市 

平 成 ３ １ 年 １ 月 ３ １ 日  

協 働 経 済 部  国 保 年 金 課 
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報告（２） 



●保険料の算定方法 習志野市 
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保険料 応能分 応益分 ＝ ＋ 

均等割 

○保険料区分 

医療分 

支援金分 

介護分※ 

所得割 平等割 

※介護分は、介護保険第2号被保険者（40歳以上64歳以下）にのみ賦課 

前年の所得 
による保険料 

1世帯あたり 
の保険料 

世帯の加入者数 
による保険料 

国保加入者の医療費などにあてられる 

後期高齢者医療制度に対する 
支援金にあてられる 

介護保険制度に対する 
納付金にあてられる 



●賦課限度額制度 習志野市 
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7割 
軽減 

5割 
2割 

収入 

保
険
料
額 

応益分 

応能分 

高所得者の過度な負担に配慮 

賦課限度額により、 
 保険料負担に一定の上限を設ける。 

賦課限度額 



●賦課限度額改定 習志野市 
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賦課限度額の引き上げ 

保険料負担の公平性 

7割 
軽減 

5割 
2割 

収入 

保
険
料
額 

応益分 

応能分 

収入 

保
険
料
額 

7割 
軽減 

5割 
2割 

応能分 

応益分 

引き上げ 

中間所得者の保険料の抑制 



●賦課限度額の規定 習志野市 
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○国保事業費納付金の算定方法 

本市条例 ⇒ 政令で定める限度額と同額とする 

・賦課限度額の設定 

賦課限度額は、医療分、後期高齢者 
支援金分及び介護納付金分について 
それぞれ国が政令で定める限度額と 
同額とする。 

千葉県国民健康保険運営方針 

政令で定める額の範囲内で条例で定める 
（国民健康保険法施行令第29条の7） 

（30年4月1日施行） 



●賦課限度額の改定内容 習志野市 
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区分ごとの賦課限度額  

現行 改定後 改定額 

医療分 58万円 61万円 ＋3万円 

支援金分 19万円 19万円 ±0万円 

介護分 16万円 16万円 ±0万円 

計 93万円 96万円 ＋3万円 



●賦課限度額改定による影響 習志野市 
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限度額超過世帯数（平成31年度見込み） 
現行 改定後 差引 

医療分 360世帯 332世帯 △28世帯 

支援金分 398世帯 398世帯 ± 0世帯 

介護分 180世帯 180世帯 ± 0世帯 

賦課総額増加見込額 
医療分 支援金分 介護分 合計 

10,071千円 0千円 0千円 10,071千円 



収入 

保
険
料
額 

●軽減制度 習志野市 
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7割 
軽減 

5割 
2割 

収入 

保
険
料
額 

応益分 

応能分 

保険料 応能分 応益分 
受益に応じた負担 

＝ ＋ 

所得に応じて、応益分を軽減 

収入に応じた保険料負担 

能力に応じた負担 

所得割 均等割 平等割 ３方式の場合 



●軽減制度の基準額の改定 習志野市 
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軽減対象所得基準額の引上げ 

軽減対象世帯を拡大 

収入 

7割 
軽減 

5割 
2割 

保
険
料
額 

応益分 

応能分 

※給与収入、3人世帯の場合 

98万円 190万円 287万円 収入 

保
険
料
額 

7割 
軽減 

5割 
2割 

応能分 

応益分 

98万円  193万円  291万円 

※給与収入、3人世帯の場合 

軽減２割から軽減５割の世帯 
軽減なしから軽減２割の世帯 



●軽減基準額の規定 習志野市 
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経済動向等を踏まえ、 
 軽減判定所得を見直し 

本市条例 ⇒ 政令で定める額と同額とする 

厚生労働省の見直し方針 

政令で定める額を基準に条例で定める 
（国民健康保険法施行令第29条の7） 



●平成31年度軽減制度の改定内容 習志野市 
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軽減対象所得基準額 

現行 改正後 

7割 
軽減 

33万円 33万円 

5割 
軽減 

33万円 
＋(27万5千円×被保険者数) 

33万円 
＋(28万円×被保険者数) 

2割 
軽減 

33万円 
＋(50万円×被保険者数) 

33万円 
＋(51万円×被保険者数) 



●軽減制度の改定内容 習志野市 

12 

世帯人数ごと軽減基準額 
人数 割合 現行 改正後 差引 

1人 

7割 33万円 33万円 ±0 

5割 60.5万円 61万円 ＋0.5万円 

2割 83万円 84万円 ＋1万円 

2人 

7割 33万円 33万円 ±0 

5割 88万円 89万円 ＋1万円 

2割 133万円 135万円 ＋2万円 

3人 

7割 33万円 33万円 ±0 

5割 115.5万円 117万円 ＋1.5万円 

2割 183万円 186万円 ＋3万円 



●基準額改定による影響 習志野市 

13 

軽減対象世帯数（平成31年度見込み） 

現行 改正後 差引 

7割軽減 4,972世帯 4,972世帯 ±0 

5割軽減 2,270世帯 2,320世帯 ＋50世帯 

2割軽減 2,470世帯 2,528世帯 ＋58世帯 

計 9,712世帯 9,820世帯 ＋108世帯 

（医療分・支援金分） 

軽減２割から軽減５割となる世帯  50世帯 
軽減なしから軽減２割となる世帯  108世帯 



●基準額改定による影響 習志野市 
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軽減総額（平成31年度見込み） 

医療分 支援金分 介護分 合計 

1,539千円 764千円 170千円 2,473千円 

保険基盤安定制度により、公費で補てん 

（負担割合 県３／４ 市１／４） 



習志野市 
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終 


